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重点方針４ 

重点方針４ 

全庁的に取り組む防災対策と危機管理体制の充実 

 

近畿内陸の活断層が活動期に入ったとされており，また，２０４０年ごろには，東南海・南海

地震の発生が懸念されおり，多くの活断層が存在する本市においては，大規模災害に対する備え

を強化していく必要があります。また，近年，地球温暖化の影響ともいわれる局地的な集中豪雨

が多く発生し，河川のはん濫や家屋，道路への被害はもちろんのこと，地下空間等への浸水被害

が新たな問題としてクローズアップされるなど，大規模災害への対応が急務となっています。 

これら大規模災害による被害を軽減し，災害に強い安心・安全のまちづくりを推進していくた

め，京都市地域防災計画に基づき，防災関係機関はもとより，市民との協働により，防災対策を

着実に積み上げていくことが求められます。 

さらに，平成１６年９月に「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」

（国民保護法）が施行され，平成１８年１月に作成された京都府の国民保護計画に基づき平成１

９年１月に京都市国民保護計画を作成しました。国民保護措置の実施に当たっては，市民の理解

と協力が必要不可欠であることから，市民への普及啓発を図るとともに，職員への研修等を実施

し，市民の生命，身体及び財産を守る危機管理体制の更なる充実を図ります。 

このようなことから，平成２１年度政策等の推進方針に係る四つ目の重点方針に「全庁的に取

り組む防災対策と危機管理体制の充実」を掲げました。 

 
重点施策１ 地域防災計画の推進 

京都市第３次地震被害想定に基づき実施した防災力の検証を行うとともに，土砂災害警戒区域

等における警戒避難体制の構築，観光客，留学生及び通勤通学者等に対する防災対策の検討，文

化財とその周辺を守る防災水利整備事業など幅広い防災対策の推進とその充実を図ります。 

 

事業項目  消防防災通信ネットワークの整備 

《情報通信課》 

近年，携帯電話の普及など情報通信機器の利用拡大に伴い，各利用分野での無線周波数の割当

てを再配分しなければならない状態になったことから，電波行政を担う総務省において，周波数

の割当ての見直しと再編（電波の有効利用）が進められています。 

これに伴い，現在使用しているアナログ式の消防救急無線及び防災行政無線（地域防災無線）

の周波数の使用期限並びに当該期限後に使用する周波数及び方式（デジタル方式）が定められま

した。 

本事業は，これに対応するため，平成２３年に使用期限を迎える防災行政無線の再整備等を平

成１９年度から平成２２年度までの４箇年で行うもので，平成１９年度については統制局及び２

箇所の基地局を，平成２０年度については中京区，右京区及び西京区（区役所及び避難所）の端

末局の整備を行いました。 
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重点方針４ 

２１年度

取組事項 デジタル移動系防災無線※の整備 

《情報通信課》 

・ 端末局（区役所及び避難所等） ～平成２２年度まで 

 

※ 現行の地域防災無線（アナログ式）の使用期限設定（平成２３年）に伴い，その代替とし

て使用する無線 

 

事業項目  耐震型防火水槽をはじめとする消防水利の整備 

《警防計画課，消防救助課》 

震災消防水利整備計画に基づき，耐震型貯水槽及び防火井戸を計画的（１００㎥級耐震型防火

水槽：７基，４０㎥級耐震型防火水槽：５基，防火井戸：３基）に整備するとともに，京都市防

災水利構想の理念に基づき，建設局や上下水道局の河川整備事業等に併せて防災水利施設の設置

等を要請し，震災時の大火を防ぐための消防水利を効果的，かつ効率的に確保していきます。 
震災消防水利整備計画に基づく消防水利の整備を始めた平成１６年度には，震災時の火災に対

応するために必要な水量が不足する地域は８９地域ありましたが，計画的な整備により平成２０

年度末には４８地域にまで減少させました。 
 
【震災消防水利整備計画】 
 建物の量や人口（地域特性・危険度ランク）に応じて，震災時に当該地域を守るために必要

な消火用水の量を算出し，現在ある水量を差し引き，不足している地域と水量を判定して，計

画的に耐震型の防火水槽や防火井戸を設置していく計画 
 この計画に基づいて平成１６年度から１５年計画で，１００㎥級耐震型防火水槽：１０５基，

４０㎥級耐震型防火水槽：７５基，防火井戸：４５基を設置予定 

 

２１年度

取組事項 耐震型防火水槽及び防火井戸の整備 

《警防計画課，消防救助課》（警防課） 

震災消防水利整備計画に基づき，水量不足地域に対して計画的な整備を継続する。 

 

事業項目  文化財とその周辺を守る防災水利整備事業 

《企画課，施設課，予防部》 

この事業は，総合的な震災対策の一環として，東山区清水地域において，平時の火災はもとよ

り，震災時の大火に対しても消火及び延焼防止を行うことができる新たな消防水利を整備すると

ともに，地域住民の防災意識の高揚及び防災力の向上を図り，貴重な文化財とその周辺地域の伝

統的な町並みを火災から守ることを目指し，平成１８年度から５箇年計画で進めているものです。 
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重点方針４ 

２１年度

取組事項 清水地域における文化財とその周辺を守る防災水利整備事業の実施 

《企画課，施設課，予防部》 

・ １，５００㎥級耐震型防火水槽の整備（清水寺敷地内） 

・ 耐震性能の高いポリエチレン製配水管の延長 

・ 市民用消火栓及び消防隊用消火栓の増設 

・ 文化財延焼防止放水システムの設置（法観寺及びその周辺家屋） 

・ 自主防災組織，消防団及び文化財関係者など地域一体となった防災ネットワークづくりの

推進 
 

事業項目  土砂災害警戒避難体制の推進 

《防災危機管理室》 

「土砂災害防止法」に基づき，府知事が指定した土砂災害警戒区域内において，住民や要配慮

者利用施設への情報の伝達や避難等の警戒避難体制を構築するため，警戒避難体制策定の手引き

や土砂災害ハザードマップを作成し，配布して，土砂災害の危険性や避難行動要領の周知を図る

とともに，地域毎の土砂災害に対応した避難体制の推進を図ります。 
 

２１年度

取組事項 土砂災害警戒避難体制の推進 

《防災危機管理室》 

１ 警戒避難体制策定の手引きの作成及び配布 
自主防災組織向けの警戒避難体制策定の手引きを作成し，配布して，住民等の防災意識の

向上を図るとともに，情報連絡体制や避難路，避難場所等などの必要な見直しを行って「水

災害にも対応できる市民防災行動計画（土砂災害）」に反映させる。 
２ ハザードマップの作成及び配布 

土砂災害警戒区域等の範囲，住民に周知すべき危険性や災害時の行動要領などをハザード

マップとして作成し，配布して住民等の災害対応力を高める。  
 

事業項目  京都市域の防災力検証 

《防災危機管理室》 

本市においては，本市が行った活断層調査や京都盆地の地下構造調査などの成果を生かして平

成１５年度に第３次地震被害想定を策定するとともに，この被害想定を踏まえて全面的な見直し

を行った京都市地域防災計画に基づき，地震防災対策を推進しています。 

平成２１年度には被害想定から５年が経過することから，この間の本市や市民等の取組による

地震防災対策の現況における到達点を把握し，その効果を検証するための調査を実施します。 

また，この調査の成果を活かし，効率的かつ効果的な防災対策を推進します。 
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重点方針４ 

２１年度

取組事項 京都市域の防災力検証 

《防災危機管理室》 

１ 被害想定の現状把握 

第３次地震被害想定で示された人的被害などの被害想定項目について，被害想定の根拠と

なった住宅ストックなど各種データを更新し，現時点での被害量を把握する。 

２ 防災力の現状把握 

過去５年間における公助，共助，自助の防災対策の実施状況等を調査し，検証することに

より，本市における現状の地震防災対策の到達点や防災力（災害対応能力）の向上の程度を

把握する。 

 

事業項目  観光客，留学生及び通勤通学者等に対する防災対策の検討 

《防災危機管理室》 

本市は，年間４,９００万人を超える国内外からの観光客が訪れ，また，約４，５００人の留学

生や多数の他都市出身の学生が滞在するとともに，他都市からの通勤通学者も多いまちです。 

地震等の大規模災害が発生した場合，これらの方は，市内の地理や地域での避難計画について

不案内であることや特に外国人観光客は日本語が理解できないことなどが，身の安全確保や早期

の帰宅という点で大きな障害となることから，観光客等に対する迅速な情報伝達，避難誘導，帰

宅支援など効果的な防災対策について，検討を行います。 

 

２１年度

取組事項 観光客，留学生及び通勤通学者等に対する防災対策の検討 

《防災危機管理室》 

地震等の大規模災害が発生した場合に観光客，留学生及び通勤通学者等の安全を確保し，早期

の帰宅を実現するため，実態把握を踏まえた諸課題を抽出し，優先的に対応すべき課題と対応方

策等について，観光，交通，国際交流部部門などの関係機関との意見交換，学識経験者からの意

見聴取等により検討を進める。また，観光客等の効果的な防災対策を進めるに当たり，他都市等

との広域的な連携のあり方について，京都府等と連携して検討を進める。 

 

事業項目  防災マップ（水災害編，地震編）改訂 

《防災危機管理室》 

京都市防災マップは，地震，水災害，土砂災害による地域の災害危険度を周知し，災害に対す

る日頃の備えと自主的な防災の取組に活用するため，全世帯に配布しているもので，平成１６年

度に作成し，一部地域で追補版を発行を行いましたが，新たな河川の浸水想定区域図の公表や避

難所，防災拠点などの変更等に対応するため，改訂を行います。 
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重点方針４ 

２１年度

取組事項 防災マップ（水災害編，地震編）のデータ作成 

《防災危機管理室》 

河川の浸水想定区域図の公表等に伴うハザード情報の追加や避難所，防災拠点，道路等の追加，

変更に伴う修正を行うとともに，新たに緊急地震速報，耐震改修などの防災情報や河川ごとに浸

水想定区域図などのハザード情報を加えたデータの作成と必要な情報提供を行う。 
 

重点施策２ 自主防災組織をはじめとする地域の災害対応力の向上 

全国各地で発生した大地震や水災害などで課題となった情報連絡体制や避難困難者等への要配

慮者対策も反映した市民防災行動計画づくりの着実な推進を図るとともに，市民自らが防災の取

組についての意見交換や情報交換を行い，情報の共有化を図るための市民防災会議を開催します。

また，地震による人的被害を軽減する方策として，引き続き家具転倒防止対策等の必要性の啓発

や実践的な訓練等を通じて，災害発生時に的確に行動できる活動能力の高い自主防災組織の育成

を目指した取組を実施します。 

さらに，学生が多いという京都の特徴に着目し，平成１９年度に新たに創設した「京都学生消

防サポーター」制度により学生をはじめとする青年層への防火防災知識の普及啓発を図ることに

より，地域の災害対応力の一層の向上を図ります。 

 

事業項目  身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進 

《市民安全課》 

この事業は地震や水害などの災害に備えて，地域住民の一人一人が，隣近所の皆さんと一緒に

なって防火防災について考え，それらを町内版の防災計画としてまとめ，我が家で，また隣近所

で，自分たちに実践できることを行動に移すことを目的としています。 
町内版の防災行動計画には，自分たちの地域は，災害に備えて，「何が必要で，何をすべきか」

が集約され，平常時の取組や災害時の活動を実践事項として盛り込んでいます。 
これらの取組は，地震災害対応等の大規模な災害への対応を中心に実施していますが，地域防

災の基本である「自分たちのまちは自分たちで守る」の意識を高揚し，日常の放火防止や要配慮

者対策などについても併せて考えていただくこととなり，様々な災害対応力の向上が図れるもの

です。 
平成１７年度からは，京都市防災マップ（水災害編）の浸水想定区域等の必要な情報を防災カ

ルテプログラムに組み込み，水災害への対応が必要となる地域に対して，防災情報を提供し，水

災害にも対応できる身近な地域の市民防災行動計画づくりを進めています。 
平成２２年度末には，京都市基本計画に掲げているとおり，すべての自主防災部で防災行動計

画（水災害対象地域の計画を含む。）が策定されるよう，平成１８年度までに策定されたすべての

計画書の内容について集計し，分析した結果を基に作成した「策定指針」や先駆的な事例を盛り

込んだ資料を活用し，消防署ごとに策定目標を設定して，計画の早期策定を目指すとともに，既

に策定されている自主防災部の防災行動計画についても，内容の見直しや充実をあわせて進めま

す。 
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重点方針４ 

２１年度

取組事項 身近な地域の市民防災行動計画づくりの推進 

《市民安全課》（警防課） 

未策定計画については，間もなく事業最終年度を迎えるに当たり平成２０年度に各署へ通知し

た策定指針及び事例集を活用し，消防署ごとに策定目標を設定して強力に策定を推進していくと

ともに，既に策定された市民防災行動計画についても見直しや内容の充実を図る。 

１ 自主防災部ごとに身近な地域の市民防災行動計画を策定 

（平成２１年度目標 ３００自主防災部） 
 

身近な地域の市民防災行動計画の策定数(平成２０年１２月末現在) 

年度 １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８ １９ ２０ 

策定数 1 52 230 1,263 1,637 935 880 735 220

延べ策定数 1 53 283 1,546 3,183 4,118 4,998 5,733 5,953

○ 自主防災部数  ６，２３８  ○ 策 定 率  ９５．４％ 

 

２ 指導対象地域の自主防災部において，水災害にも対応できる市民防災行動計画を策定 

（平成２１年度目標 ６００自主防災部） 
 

水災害にも対応できる市民防災行動計画策定数(平成２０年１２月末現在：対象外地域含む) 

年度 １７ １８ １９ ２０ 

策定数 ３１２ ９３３ ６１５ ２９１ 

延べ策定数 ３１２ １，２４５ １，８６０ ２，１５１

 
○ 指導対象地域の自主防災部数  ２，１３７  ○ 策 定 率  ７２．３％ 

 

【主な指導対象地域】 
① 京都市防災マップ（水災害編）で浸水深０．５メートル以上の地域に該当する自

主防災部 
② 京都府土砂災害警戒箇所点検マップの地すべり，急傾斜及び土石流による被害の

おそれがある箇所に，複数の住宅がある自主防災部 
【主な指導対象地域の自主防災部数  ２，１３７】 

 

事業項目  市民防災会議による情報共有化の推進 

《市民安全課》 

市民防災会議を創設した目的は，京都市地域防災計画の基本理念に掲げている「防災情報の共

有化」をより一層推進するとともに，市民自らが実践されている防災活動についての情報交換や

交流を行う場を提供することにより，市民の防災意識を更に向上させ，防災を軸とした地域コミ

ュニティの活性化を図ることにあります。 

平成２１年度においても引き続き，行政区の実情にあった「市民防災会議」を開催し，各自主
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重点方針４ 

防災組織相互の情報の共有化を推進します。 

 

２１年度

取組事項 市民防災会議による情報共有化の推進 

《市民安全課》（警防課） 

行政区の実情にあった「市民防災会議」を開催し，行政及び市民相互の防火・防災情報の共有

化に努める。 
【市民防災会議において実施する具体的な内容】 
・ 各自主防災会で取り組んでいる防災活動（総合防災訓練，研修会，講演会，啓発活動等

における具体的な計画の樹立方法やその内容）に関する情報交換 
・ 身近な地域の市民防災行動計画づくりでの取組内容に関する情報交換 
・ 地域における防災情報ネットワークの構築（事業所との連携，他の団体との連携等） 
・ 今後新たに取り組むべき防災活動に係る情報提供（水害，土砂災害，家具の転倒防止器

具の普及促進，火災２２０件以下の定着に向けた取組，住宅用火災警報器の設置促進等）

 

事業項目 学生をはじめとする幅広い年代の市民に対する防災知識の普及啓発 

《教養課》 

学生のまち京都の特性を生かし，学生に対する防火防災の知識と技能の普及を図るとともに，

大規模災害の発生時には，自主防災組織の一員として応急救護活動等を行うなど，地域の災害対

応力を高めることを目的として，平成１９年１２月に，学生による登録制の消防サポーター制度

として，「京都学生消防サポーター制度」を創設しました。 
現在，１０３名（男性７１名，女性３２名）が学生サポーターとして登録し，本市主催の防火

防災関連行事や各種研修へ参加するほか，学生サポーターの技能を生かしたボランティア活動に

参加するなど自主的な活動も行っています。 

今後も引き続き学生サポーターの養成と自主的活動を展開するための支援を行っていきま

す。 

 

２１年度

取組事項 京都学生消防サポーターの養成 

《教養課》 

○ ２１年度新規登録者目標数 
新規登録者目標数１００名  ４月７日から６月１５日にかけて一般募集 

○ ２１年度育成指導計画 
６月～９月         普通救命講習，基礎研修，追加研修 
８月２１日         登録証交付式，指令センター見学 
９月 １日         京都市総合防災訓練 
９月１４日～１６日     追加研修（応急手当普及員講習第２回） 

１１月２８日         学生サポーター交流会 
１月１０日         消防出初式 



 

 

 - 37 -

重点方針４ 

２月～３月         追加研修 
 

２１年度

取組事項 京都学生消防サポーターが自主的活動を展開するための支援 

《教養課》 

・ 京都学生消防サポーターの育成指導に関する長期指導計画を樹立し，学生生活の４年

間という長期に渡る指導期間を通じて，学生のモチベーションを維持しながら，経験年

数に応じ，段階的かつ効果的に防火防災に関する知識や技能の向上を図る。 
・ 学生サポーターによる普通救命講習の指導や研修等の企画立案，地域自主防災訓練等

への参加を通じた地域住民との交流など，今後学生サポーターが，より積極的に知識や

技能を生かした地域活動への参加の機会を提供する。 
・ 学生サポーターの組織化を図り，これを活性化し発展させていくため，学生相互の親

睦を深め主体的行動を促す環境づくりや，自主的な活動に対する助言や指導，情報提供

などの支援を行う。 
 

重点施策３ 危機管理体制の充実強化 

平成１６年９月に施行された「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」

（国民保護法）に基づき，平成１９年１月に京都市国民保護計画を作成しました。引き続き，国

民保護計画の市民への普及啓発や職員への研修等を実施するとともに，新型インフルエンザに対

応した危機管理計画の策定の促進など，市民の生命，身体及び財産を守る危機管理体制の更なる

充実を図ります。 

 

事業項目  危機への対応能力の向上 

《防災危機管理室》 

防災危機管理研修や地域防災計画，国民保護計画，危機管理基本計画，各局危機管理計画に基

づく訓練等を通じ，危機発生時の初動対応能力の向上に努めるとともに，大学等の研究機関の調

査研究も活用し，全庁的な危機管理体制の充実強化を図ります。 
 

２１年度

取組事項 危機管理意識の浸透 

《防災危機管理室》 

１ 新規採用職員及び新任係長級職員に対する防災危機管理研修を実施する。 
２ 新任司令長及び指揮隊長等，新任司令補に対する危機管理教育を実施する。 

 

２１年度

取組事項 危機発生時における初動対応能力の向上 

《防災危機管理室》（総務課，予防課，警防課） 

１ 各局区及び消防署等における「防災・危機管理トレーニング」の実施を促進する。 
２ 必要に応じた各局の危機管理計画の見直しを促進する。 



 

 

 - 38 -

重点方針４ 

３ 新型インフルエンザの発生に備え，事業継続の視点を持った，新型インフルエンザに対応

した新たな各局危機管理計画の策定を促進する。 
 

２１年度

取組事項 防災危機管理対策に関する研究の推進 

《防災危機管理室》 

１ 大学等の研究者等が行う防災危機管理対策に関する調査研究に対する助成を行う。 
２ 調査研究の結果を活用し，防災危機管理対策の充実強化を図る。 

 

事業項目  京都市国民保護計画の周知等 

《防災危機管理室》 

武力攻撃事態等における国民保護措置の実施に当たっては，市民の理解と協力が不可欠である

ことから，継続的に市民に対する国民保護の普及啓発を図る必要があります。また，市職員は，

武力攻撃災害から市民の生命，身体及び財産を保護する責務を有することから，研修や訓練を通

じて国民保護措置の実施に必要な知識の習得と対処能力の向上に努めます。 
 

２１年度

取組事項 国民保護に係る市民啓発の推進 

《防災危機管理室》（総務課） 

１ 国民保護計画啓発用パンフレットを作成し，計画的に配布する。 
２ 国民保護の仕組みやテロが発生した場合に市民がとるべき対処などを示した啓発用媒体を

作成し，広く市民に配布する。 
 

２１年度

取組事項 研修やテロ災害訓練による職員対応能力の向上 

《防災危機管理室》 

１ 防災危機管理研修等を活用し，国民保護に関する職員の研修を実施する。 
２ 研修や訓練を実施するとともに，関係機関との連携強化を図る。 

 


